


は じ め に

令和５年中の全国の交通事故発生状況は、平成17年から18年連続で減少していた発生

件数及び負傷者数が19年ぶりに増加しました。

また、７年連続で減少していた死者数も2，678人と前年より、68人、2.6％増加し、８

年ぶりに増加しました。

その中で徳島県の交通事故は、

発生件数 １，９８７件 （前年比＋２７件）

死 者 数 ２８人 （前年比＋５人）

負傷者数 ２，３５２人 （前年比＋１９人）

と、交通事故発生件数、負傷者数ともに、19年ぶりに増加し、交通事故死者数は28人と、

前年より５人、21.7％増加しました。

徳島県の交通死亡事故の特徴は、

○ 高齢者の死者 ２１人（前年比 ＋３人、構成率 ７５．０％）

○ 飲酒運転による死者 １人（前年比 ＋１人、構成率 ３．６％）

○ 四輪乗車中の死者 ９人（前年比 －４人、構成率 ３２．１％）

うちシートベルト等非着用者 ６人（構成率 ６６．７％）

着用していれば助かった可能性のあった人 ４人（構成率 ６６．７％）

○ 二輪（原付含む）乗車中の死者 １人（前年比 －１人、構成率 ３．６％）

○ 自転車乗用中の死者 ３人（前年比 ＋１人、構成率 １０．７％）

うちヘルメット非着用者 ３人 構成率１００.０％）

着用していれば助かった可能性のあった人 １人（構成率 ３３．３％）

○ 歩行中の死者 １５人（前年比 ＋９人、構成率 ５３．６％）

うち道路横断中 １１人（構成率 ７３．３％）

○ 交差点事故による死者 １３人（前年比 ＋５人、構成率 ４６．４％）

○ 夜間事故による死者 １５人（前年比 ＋５人、構成率 ５３．６％）

うち歩行中 １０人（構成率 ６６．６％）

反射材用品非着用者 ９人（構成率 ９０．０％）

などが挙げられ、今なお多くの尊い命が交通事故で失われています。

徳島県は、第11次徳島県交通安全計画に基づき、交通事故の犠牲者を限りなくゼロに

近づけるために、引き続き関係機関・団体、交通ボランティアなどの皆様と連携を図り

りながら、総合的な交通事故防止対策をなお一層強力に進めることとしています。

本冊子は、事故防止対策を推進する上での基礎資料として、令和５年中の交通事故に

関する統計をまとめたものです。

本冊子が、県民一人ひとりの交通マナーアップの一助になれば幸いに存じます。

徳島県警察本部交通部長
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令和６年使用交通安全年間スローガン

○ 運転者（同乗者を含む）へ呼びかけるもの

今 日 も ま た あ な た の 無 事 故 待 つ 家 族
○ 歩行者・自転車利用者へ呼びかけるもの

身 に つ け よ う 交 通 ル ー ル と ヘ ル メ ッ ト
○ こども（中学生以下）へ交通安全を呼びかけるもの

わ た る ま え わ す れ ず か く に ん み ぎ ひ だ り

徳島県交通安全メインタイトル

阿 波 の 道 ゆ ず る 心 と 待 つ ゆ と り

自転車安全利用五則

１ 車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者を優先

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

３ 夜間はライトを点灯

4 飲酒運転は禁止

5 ヘルメットを着用

※ R5.4.1 施行の道路交通法により、ヘルメット着用を努力義務化

シートベルト着用率

（令和５年１０～１２月調査）

一般道路 運 転 者 助手席同乗者 後部席同乗者

徳 島 県 ９８．７％ ８８．８％ ３９．７％

（前 年） （９９．１％） （９３．８％） （４２．７％）

全 国 ９９．２％ ９７．１％ ４３．７％

（前 年） （９９．１％） （９６．９％） （４２．９％）

高速道路 運 転 者 助手席同乗者 後部席同乗者

徳 島 県 ９９．１％ ９８．０％ ８７．７％

（前 年） （９８．６％） （９８．４％） （８１．３％）

全 国 ９９．６％ ９８．６％ ７８．７％

（前 年） （９９．６％） （９８．７％） （７８．０％）
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